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• これまでの議論の経緯



子宮頸がん検診へのHPV検査導入に係る議論の経緯について
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【現状】

• 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（以下、「指針」とする）では、

20歳以上の女性を対象に、２年に１回の細胞診が推奨されている。

• 最新の子宮頸がん検診のガイドライン（2019年度）（以下、「子宮頸がん検診ガイドライ

ン」という。）において、「HPV検査単独法」は推奨グレードＡと示されていることに加え、

現行の細胞診単独法と比べて検診間隔を延長することが可能と示された。

• 一方で、「その効果を自治体の検診制度の中で発揮するためには、HPV陽性者に対する長期

の追跡を含む精度管理体制の構築が前提であり、遵守できない場合は効果が細胞診単独法を

下回る可能性がある」とされている。

• 第38回がん検診のあり方に関する検討会（令和５年６月２日）において、厚生労働科学研究

班から日本版のアルゴリズム（案）及び導入に際しての課題が示された。

• 子宮頸がん検診へのHPV検査導入に向けた課題の整理及び対応策に係る検討を行う。



HPV検査単独法の導入に対するメリットについて
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■受診者、自治体にとってのメリットを以下に示す。

【受診者】

・ HPV検査陽性者のごく一部が数年後に子宮頸がんの有病者となり得るため、その

リスク保持者が追跡管理されることで子宮頸がんの早期発見・早期治療に繋がる。

・ 現行の細胞診の検診間隔は２年ごとであるが、HPV検査単独法では受診者の約８

～９割が５年ごととなることから、全体として受診行動の負担軽減が期待できる。

※ 液状検体を使用することで「HPV検査陽性」となった場合でも検査のために再度受診す

る必要はない。

【自治体】

・ がん検診の未受診理由で最も多いのは「受ける時間がないから28.9％」であり、

受診行動の負担が軽減されることで、受診率向上への影響が期待できる。

・ 検診間隔が延長されることで、事務負担等が軽減される。
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◼ HPV検査単独法は、現行の細胞診と同様の推奨グレードＡと示されたが、導入には精度管理体制の構築が前提である。

子宮頸がん検診ガイドラインにおけるHPV検査の位置づけについて

第 3 5回がん検診のあり方に関する検討会 資料２より抜粋



第 3 8回がん検診のあり方に関する検討会 資料２より抜粋 6

◼ 研究班において作成された、HPV検査単独法の日本版アルゴリズム（案）を以下に示す。

HPV検査単独法のアルゴリズム（案）について



HPV検出率について
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年齢群（歳）

出典：子宮頸がんとその他のヒトパピローマウイルス（HPV）関連がんの予防ファクトシート2023公開 図２より一部加工



検診間隔の検討
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◼ 細胞診単独法による検診で、「検診陰性」で2年間隔をあけても良いと考えられる発症のリスク（ CIN3+の累積発症リス

ク）が、HPV検査を用いた検診でどのくらいの間隔に当たるのかを検討
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Wheeler CM, et al. Int J Cancer, 2014より作図

子宮頸がん検診エビデンスレポート2019年版
子宮頸がん検診エビデンスレポート文献レヴュー委員会P145

子宮頸がん検診エビデンスレポート2019年版
子宮頸がん検診エビデンスレポート文献レヴュー委員会P140

※¹ 細胞診陰性確認から2年経過時点で1.73人/1000人のCIN3以上の病変がみ
つかる。

※² HPV検査陰性者からは、2年経過時点で0.65人／1,000人、5年経過時点で
1.63人／1,000人のCIN3＋がみつかる。

→細胞診陰性確認後2年経過時点と同様の発見人数となるのはHPV陰性確認後5年
程度経過時点

HPV検査で陰性と判定された者について、検診間隔を２倍から 3.5倍（現行の２年から５年程
度）に延長することが可能と考えられる。

※¹ ※²



がん検診未受診の理由

9

28.9 

25.0 

23.4 

11.8 

9.2 

8.9 

7.2 

6.8 

6.4 

4.4 

8.8 

1.8 

0 10 20 30 40

受ける時間がないから

健康状態に自信があり、必要性を感じないから
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がん検診を受けても、見落としがあると思っているから

その他

わからない

出典：令和元年７月がん対策・たばこ対策に関する世論調査（内閣府大臣官房政府広報室）

（複数回答）
（％）

◼ 対象：全国の日本国籍を有する18歳以上の者3,000人、有効回収数：1,647人（回収率 54.9％）※調査員による個別面接聴取



子宮頸がん検診へのHPV検査単独法の導入に係る目下の課題
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◼ 研究班より提示された課題を以下に示す。

第 3 8回がん検診のあり方に関する検討会資料２より抜粋



第38回がん検診のあり方検討会における構成員からの主なご意見
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◼ 前回の検討会において、構成員からいただいた主なご意見を以下に示す。

【実務・運用等について】

• 仮に導入した場合、俯瞰すると２種類の検診が混在することとなることから、異なる検診を

実施している自治体間での転出入者への対応等が生じた場合でも、適切な受診勧奨が実施で

きるよう、整理する必要があるのではないか。

• 実施する自治体におけるシステム改修が必要であり、そのための準備期間や費用等について

も考慮する必要があるのではないか。

【周知・普及啓発等の事前準備について】

• 検診の対象者への情報発信・普及啓発を効果的に進めるため、地域の医師会等の協力を得な

がら、行政と医療機関等が協働する必要があるのではないか。



• 論点の整理



子宮頸がん検診へのHPV検査導入に向けた論点
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◼ 子宮頸がん検診へのHPV検査導入に向けた主な論点を以下に示す。

【総論的事項】

• 導入にあたり必要な体制等について

【各論的事項】

• 検診の対象者の定義（年齢、受診間隔等）について

• 追跡精検の対象者の整理とフォローアップの手法について

• 液状検体の導入について

• 自治体・医療機関等において必要な事前準備等について



【総論的事項】

• 導入にあたり必要な体制等について

【各論的事項】

• 検診の対象者の定義（年齢、受診間隔等）について

• 追跡精検の対象者の整理とフォローアップの手法について

• 液状検体の導入について

• 自治体・医療機関等において必要な事前準備等について



「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の構成について
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◼ 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」において、「第３ がん検診」の「１ 総則」及び

「２」から「６」までのがん種別の記載より、実施体制や留意点、検診実施機関に係る規定がなされている。

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」記載事項（抜粋）

第１ 目的

第２ がん予防重点健康教育

第３ がん検診

１ 総則

（１）種類 （２）実施体制 （３）対象者 （４）実施回数 （５）受診指導 （６）事業評価

２ 胃がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 （２）結果の通知 （３）記録の整備 （４）事業評価 （５）検診実施機関

３ 子宮頸がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 （２）結果の通知 （３）記録の整備 （４）事業評価 （５）検診実施機関 （６）その他

４ 肺がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 （２）結果の通知 （３）記録の整備 （４）事業評価 （５）検診実施機関 （６）その他

５ 乳がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 （２）結果の通知 （３）記録の整備 （４）事業評価 （５）検診実施機関 （６）その他

６ 大腸がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 （２）検診結果の区分 （３）結果の通知 （４）記録の整備 （５）事業評価

（６）検診実施機関 （７）その他

７ 総合がん検診

８ その他



総則について
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◼ 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の「第３ がん検診 １ 総則」において、基本的な実

施体制（精度管理体制を含む。）や対象者の定義等が定められている。

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」記載事項（抜粋）

第３ がん検診

１ 総則

（１）種類

（２）実施体制

がん検診の実施体制は、次のとおりとする。

① がん検診に習熟した検診担当医及び検診担当臨床検査技師等が確保されていること。

② ２から７までに規定する検診項目、結果の通知、記録の整備及び事業評価が実施されていること。

③ 都道府県に、「健康診査管理指導等事業実施のための指針について」（平成２０年３月３１日付け健総発０３３１０１２号厚生労働省健

康局総務課長通知）の別添「健康診査管理指導等事業実施のための指針」に基づき、生活習慣病検診等管理指導協議会が設置され、同協議

会の下に、がんに関する部会（胃がん部会、子宮がん部会、肺がん部会、乳がん部会及び大腸がん部会）が設置されていること。

④ 各部会において、この指針及び「健康診査管理指導等事業実施のための指針」に基づくがん検診の評価、指導等が実施されていること。

⑤ がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮した上で受診を検討することが望ましい。そのため、検診の実施に当たっては、

対象者に対してがん検診の利益・不利益の説明を行うこと。ただし、不利益の説明をするときは、指針に定めるがん検診の受診率低下を招

かないよう、伝え方に留意が必要である。

⑥ その他精度管理に関する事項が適切に実施されていること。

（３）対象者

① 胃がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する５０歳以上の者を対象とする。ただし、胃部エックス線検査については、

当分の間、４０歳以上の者を対象としても差し支えない。なお、受診を特に推奨する者を５０歳以上６９歳以下の者とする。

② 子宮頸がん検診については、当該市町村の区域内に居住地を有する２０歳以上の女性を対象とする。なお、受診を特に推奨する者を２０

歳以上６９歳以下の者とする。

③～⑤（略）



胃がん検診における胃内視鏡検査の取扱いについて
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◼ 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の「第３ がん検診 ２ 胃がん検診 （１）検診項目

及び各検診項目における留意点」において、胃内視鏡検査の実施に当たっては、胃内視鏡検診マニュアルを参考と

することとされている。

◼ 当該マニュアルにおいて、実施に当たり自治体や検診実施機関等に必要な体制等が示されている。

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」記載事項（抜粋）

第３ がん検診

２ 胃がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点

胃がん検診の検診項目は、問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれかとする。市町村は、胃部エックス線検査及び胃

内視鏡検査を併せて提供しても差し支えないが、この場合、受診者は、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれかを選択するものと

する。

① 問診

問診に当たっては、現在の症状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状況等を聴取する。

② 胃部エックス線検査

ア 胃部エックス線検査は、胃がんの疑いがある者を効率的にスクリーニングする点を考慮し、原則として間接撮影とする。ただし、地

域の実情に応じ、直接撮影を用いても差し支えない。なお、間接撮影は、７×７㎝以上のフィルムを用い、撮影装置は、被曝線量の低

減を図るため、イメージ・インテンシファイア方式が望ましい。

イ 撮影枚数は、最低８枚とする。

ウ 撮影の体位及び方法は、日本消化器がん検診学会による「新・胃Ｘ線撮影法ガイドライン改訂版（２０１１年）」を参考にすること。

エ 造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に保つとともに、副作用等の事故に注意する。

オ 胃部エックス線写真の読影は、原則として十分な経験を有する２名以上の医師によって行い、その結果に応じて、過去に撮影した胃

部エックス線写真と比較読影することが望ましい。

③ 胃内視鏡検査

胃内視鏡検査の実施に当たっては、日本消化器がん検診学会による「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル ２０１

７年度版」（以下「胃内視鏡検診マニュアル」という。）を参考にすること。
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運用マニュアルの作成について

第 3 5回がん検診のあり方に関する検討会 資料２より抜粋



精度管理体制の全体像

都道府県

市区町村 検診実施機関

国民

モニタリング

公表

フィードバック
助言・指導

出典：「がん検診事業のあり方について」図４住民検診における評価・フィードバック・公表の全体像より一部加工

生活習慣病検診等管理指導協議会

フィードバック
助言・指導
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モニタリング

県単位で精度管理の底上げ 全国の均てん化

国（厚生労働省）

フィードバック
助言・指導

フィードバック
助言・指導

モニタリング

公表
国民

自己
点検

自己
点検

自己
点検

精密検査機関

精密検査結果報告

精密検査結果報告
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運用評価等について

第 3 5回がん検診のあり方に関する検討会 資料２より抜粋



HPV検査の導入に係る総論的事項に対する対応（案）
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◼ HPV検査の導入に係る対応（案）を以下に示す。

【総論的事項】

○ HPV検査の導入に当たって必要な実施体制（精度管理体制を含む。）や対象者の定義等につ

いて、指針及びガイドライン等において定めることとしてはどうか。

○ なお、指針及びガイドライン等については、令和５年度中に改正及び作成することとしては

どうか。

○ HPV検査の導入に当たって必要な実施体制（精度管理体制を含む。）や対象者の定義等につ

いて、基本的な事項については、指針で定めることとしたうえで、詳細については、胃内視

鏡検査の例を参考とし、学会等の協力を得てガイドライン等を定めることとしてはどうか。



【総論的事項】

• 導入にあたり必要な体制等について

【各論的事項】

• 検診の対象者の定義（年齢、受診間隔等）について

• 追跡精検の対象者の整理とフォローアップの手法について

• 液状検体の導入について

• 自治体・医療機関等において必要な事前準備等について



市町村のがん検診の項目について
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◼ 厚生労働省においては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」
（平成２０年３月３１日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知別添）を定め、市町村による科学的根拠に基づくがん
検診を推進。

種類 検 査 項 目 対象者 受診間隔

胃がん検診
問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検
査 のいずれか

５０歳以上

※当分の間、胃部エック
ス線検査については40歳
以上に対し実施可

２年に１回

※当分の間、胃部エッ
クス線検査については
年1回実施可

子宮頸がん検診 問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 ２０歳以上 ２年に１回

肺がん検診
質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞
診

４０歳以上 年１回

乳がん検診

質問（問診）及び乳房エックス線検査（マンモグ
ラフィ）

※視診、触診は推奨しない

４０歳以上 ２年に１回

大腸がん検診 問診及び便潜血検査 ４０歳以上 年１回

指針で定めるがん検診の内容



24

◼ HPV検査単独法は、現行の細胞診と同様の推奨グレードＡと示されたが、導入には精度管理体制の構築が前提である。

子宮頸がん検診ガイドラインにおけるHPV検査の位置づけについて

第 3 5回がん検診のあり方に関する検討会 資料２より抜粋

再掲



第 3 8回がん検診のあり方に関する検討会 資料２より抜粋 25

◼ 研究班において作成された、HPV検査単独法の日本版アルゴリズム（案）を以下に示す。

HPV検査単独法のアルゴリズム（案）について
再掲



がん検診に関する自治体間の情報連携について

◼ 令和３年度健康増進法改正により、市区町村は、かつて居住していた市区町村に対して健康増進事業に関する情報（がん検診の精密検査結
果等を除く）の提供を求めることが可能。 (※１)

◼ 令和４年６月から、市町村の自治体中間サーバへの副本登録が行われ、住民のがん検診結果について、自治体中間サーバを用いた市町村間
での情報提供が可能となった。

26

がん検診の結果をマイナポータルで閲覧するため又は自治体中間サーバを使って自治体が情報の提供を求めるためには、
データ標準レイアウトを改版して検査結果情報をサーバに副本登録する必要がある。



【総論的事項】

• 導入にあたり必要な体制等について

【各論的事項】

• 検診の対象者の定義（年齢、受診間隔等）について

• 追跡精検の対象者の整理とフォローアップの手法について

• 液状検体の導入について

• 自治体・医療機関等において必要な事前準備等について



第 3 8回がん検診のあり方に関する検討会 資料２より抜粋 28

◼ 研究班において作成された、HPV検査単独法の日本版アルゴリズム（案）を以下に示す。

HPV検査単独法のアルゴリズム（案）について
再掲



精度管理体制の全体像

都道府県

市区町村 検診実施機関

国民

モニタリング

公表

フィードバック
助言・指導

出典：「がん検診事業のあり方について」図４住民検診における評価・フィードバック・公表の全体像より一部加工

生活習慣病検診等管理指導協議会

フィードバック
助言・指導

29

モニタリング

県単位で精度管理の底上げ 全国の均てん化

国（厚生労働省）

フィードバック
助言・指導

フィードバック
助言・指導

モニタリング

公表
国民

自己
点検

自己
点検

自己
点検

精密検査機関

精密検査結果報告

精密検査結果報告



【総論的事項】

• 導入にあたり必要な体制等について

【各論的事項】

• 検診の対象者の定義（年齢、受診間隔等）について

• 追跡精検の対象者の整理とフォローアップの手法について

• 液状検体の導入について

• 自治体・医療機関等において必要な事前準備等について



◼ 液状検体を使用することで、HPV検査陽性となっても再検査が必要なくなり、受診者の負担軽減だけでなく、HPV

検査＋トリアージの受診率を100％にできる。

液状検体の特徴

31第 3 8回がん検診のあり方に関する検討会資料２より抜粋



第 3 7 回がん検診のあり方に関する検討会 参考資料５より抜粋・加工 32

◼ 液状検体を使用している自治体は半数以上ある。

令和４年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査

液状検体（細胞診において）を
集団検診・個別検診のいずれかでも使用している
市区町村は1,081（62.5％）



【総論的事項】

• 導入にあたり必要な体制等について

【各論的事項】

• 検診の対象者の定義（年齢、受診間隔等）について

• 追跡精検の対象者の整理とフォローアップの手法について

• 液状検体の導入について

• 自治体・医療機関等において必要な事前準備等について



第 3 7 回がん検診のあり方に関する検討会 参考資料５より抜粋・加工 34

◼ 子宮頸がん検診で実施している検査項目で指針外検診を実施している自治体が一定数ある。

指針外のHPV検査を
集団検診・個別検診のいずれかでも実施している
市区町村は238（13.8％）

令和４年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査



35

運用マニュアルの作成について

第 3 5回がん検診のあり方に関する検討会 資料２より抜粋

再掲



精度管理体制の全体像

都道府県

市区町村 検診実施機関

国民

モニタリング

公表

フィードバック
助言・指導

出典：「がん検診事業のあり方について」図４住民検診における評価・フィードバック・公表の全体像より一部加工

生活習慣病検診等管理指導協議会

フィードバック
助言・指導

36

モニタリング

県単位で精度管理の底上げ 全国の均てん化

国（厚生労働省）

フィードバック
助言・指導

フィードバック
助言・指導

モニタリング

公表
国民

自己
点検

自己
点検

自己
点検

精密検査機関

精密検査結果報告

再掲

精密検査結果報告



37

運用評価等について

第 3 5回がん検診のあり方に関する検討会 資料２より抜粋

再掲



HPV検査の導入に係る各論的事項に対する対応（案）①

38

◼ HPV検査の導入に係る対応（案）を以下に示す。

【各論的事項（その１）】

（検診の対象者の定義について）

○ 対象年齢等について、従前の指針における子宮頸がん検診の取扱いと、HPV検査のガイドラ

インにおける位置づけ等を踏まえ、以下の取扱いとすることとしてはどうか。

・ 20歳代：細胞診単独法（２年に１回）を実施

・ 30歳以上：細胞診単独法（２年に１回） 又はHPV検査単独法（５年に１回）のいずれか

を自治体毎に判断して実施

○ 検診対象となる年齢（節目年齢）以外の未受診者や、転入者への受診勧奨については、以下

の取扱いとすることとしてはどうか。

・ まず、30歳から５年ごとに、受診勧奨の対象とする

・ 加えて、当面の間、前年度に細胞診（又はHPV検査）を受診していない者及び他の市区

町村から転入してきた者については、受診勧奨の対象とする



HPV検査の導入に係る各論的事項に対する対応（案）②

39

◼ HPV検査の導入に係る対応（案）を以下に示す。

【各論的事項（その２）】

（追跡精検の対象者の整理とフォローアップ）

○ HPV検査の導入に当たっては、検診間隔に合わせた適切な受診勧奨と、追跡精検及びその後

の確定精検の対象者への受診勧奨及び結果の把握が重要であることから、自治体において受

診動向を把握する仕組みが整っていることを要件とすることとしてはどうか。

（液状検体の導入について）

○ HPV検査の結果に応じたトリアージを確実に実施する必要があることから、液状検体を用い

た検査での運用が可能であることを要件とすることとしてはどうか。

（自治体・医療機関等において必要な事前準備等について）

○ 検診運営に必要なガイドラインやチェックリストの作成、モニタリング体制を整備すること

としてはどうか。



• 参考資料



参考①：諸外国のアルゴリズムにおける検診間隔について

41第 3 5回がん検診のあり方に関する検討会 資料２より抜粋



参考②：HPV検査導入に当たっての指針改正箇所（イメージ）

42

◼ HPV検査導入に当たって指針改正が必要な箇所のイメージを以下に示す。

◼ 以下のほか、「事業評価のためのチェックリスト」及び「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」につい

て必要な修正・追記を行うことを想定。

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」記載事項（抜粋）

第１ 目的

第２ がん予防重点健康教育

第３ がん検診

１ 総則

（１）種類 （２）実施体制 （３）対象者 （４）実施回数 （５）受診指導 （６）事業評価

２ 胃がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 （２）結果の通知 （３）記録の整備 （４）事業評価 （５）検診実施機関

３ 子宮頸がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 （２）結果の通知 （３）記録の整備 （４）事業評価 （５）検診実施機関 （６）その他

４ 肺がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 （２）結果の通知 （３）記録の整備 （４）事業評価 （５）検診実施機関 （６）その他

５ 乳がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 （２）結果の通知 （３）記録の整備 （４）事業評価 （５）検診実施機関 （６）その他

６ 大腸がん検診

（１）検診項目及び各検診項目における留意点 （２）検診結果の区分 （３）結果の通知 （４）記録の整備 （５）事業評価

（６）検診実施機関 （７）その他

７ 総合がん検診

８ その他

・実施に当たっての留意点（詳細はマニュアルを参考とすることを含む）等について追記

HPV検査の対象者（年齢及び回数等）を追記



参考③：細胞診結果の用語説明

43

◼ HPV検査陽性者が細胞診を受けた場合、検診結果は以下のいずれかになる。

子宮頸癌取扱い規約 臨床編 第 4版より一部加工

略語の読み方

１）ニルム

２）アスカスまたはアスク・ユーエス

３）アスク・ハイ

４）ロー・シル

５）ハイ・シル

６）エス・シー・シー

７）エー・ジー・シー

８）エー・アイ・エス

９）アディノカルシノーマ


